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開 会

○中村食料企画課長 定刻も過ぎましたので、食料・農業・農村政策審議会総合食料分科

会食糧部会を開会させていただきます。委員の皆様にはお忙しい中お集まりいただきまし

て、ありがとうございます。

、 、「 」本日は 前回10月20日に引き続きまして 米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針

につきまして御審議をお願いいたしたいと考えております。

なお、前回10月20日の食糧部会におきまして、11月に２回ほど食糧部会を開催し、御審

議をお願いしたいということを申し上げたわけでございますけれども、15年産米の作柄が

予想以上に悪かったということもございますし、今回は米政策改革大綱のもとでの初めて

の生産目標数量の配分ということでございまして、全国ベースの需給フレーム、それから

都道府県別の生産目標数量の配分に当たって、考慮すべき事項について整理すべき時間を

ちょっと要してしまったということがございます。結果的に11月は本日開催いたします、

この食糧部会１回のみで御議論いただくことになってしまったわけでございます。この点

につきましては、この場をおかりいたしましてお詫び申し上げる次第でございます。

本日御審議いただきます基本指針につきましては、11月末までに、もう末でございます

が、策定、公表することになっておりますので、何とぞその点御配慮の上、よろしく御審

議をお願いいたしたいと思います。

本日は小熊委員、生源寺委員、立花委員、横川委員が所用により御欠席でございます。

それから、竹内委員は遅れて見えるということでございますので、審議会令第９条の規定

によりまして、部会は成立ということでございます。

これ以降につきましては、部会長にお願いいたします。

部会長あいさつ

○八木部会長 本日はお忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございます。

、 、ただいま食料企画課長からお話がございましたように 11月末までに基本実施を見直し

公表することとなっておりますので、事務局はもとより、皆様方の御協力をよろしくお願

いいたします。
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なお、本部会につきましては、審議会議事規則第３条第２項の規定によりまして、会議

は公開するとこととし、傍聴者の方々も出席されております。

また、本部会において皆様からいただきます御意見等につきましては、議事録として取

りまとめの上公開させていただきますので、よろしくお願いいたします。

総合食料局次長あいさつ

○八木部会長 それではまず、伊藤総合食料局次長からあいさつをお願いいたします。

○伊藤総合食料局次長 総合食料局次長の伊藤でございます。食糧部会の開催に当たりま

して、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。

委員の皆様におかれましては、本日も大変お忙しい中御参集いただきまして、ありがと

うございます。

また、食料企画課長から申し上げましたように、20日に予定していた、また御案内をし

たわけですけれども、諸般の事情によりまして延期ということで、本日の開催となりまし

たことにつきまして、重ねてお詫びを申し上げたいと思います。

本日は前回に引き続きまして、都道府県別の需要見通し、そして生産目標数量の配分の

考え方等について御議論いただくわけでございますけれども、部会長からお話しいただき

ましたように、都道府県別の生産目標数量は11月中に決定する必要がございますので、ま

ことに申しわけありませんが、本日の食糧部会でお取りまとめをいただきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。

、 、 、前回の食糧部会の段階では ９月15日現在の作柄概況は 当時92でございましたけども

そういう中での需給ということも御説明申し上げたわけですが、10月15日現在が10月末に

発表されまして、作柄概況が90に落ちたということでございます。

ただ、全体の需給としましては在庫がありますので、需給全体としては問題がないとい

うことでございますけれども、価格が相当上がっているということもございますので、需

給安定、また価格の安定にもより意を用いてまいりたいと考えております。

また、冷害で災害に遭われました農家の方々に対しましても、農業共済金の早期支払い

ですとか、そういう考える対策をとっておるところでございます。そういうことについて

も万全を期していきたいと考えております。

以上、簡単でございますけども、最近の情勢をお話ししてごあいさつとさせていただき
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ます。よろしくお願いします。

○八木部会長 どうもありがとうございました。

議事の進行について

○八木部会長 それでは、まず本日の本部会の議事の進め方についてでございますが、基

本指針は 動向編 需給見通し編 国の方針編 で構成されております 限られた時、「 」、「 」、「 」 。

間で審議を効率よく行うために、まず「動向編 「国の方針編」について御意見をいただ」、

き、その後、本日の中心的な検討事項であります「需給見通し編」につきまして御議論い

ただいてはどうかと考えております。

また、今回の「需給見通し編」では、今後の需給見通し及び都道府県別の生産目標数量

の決め方について議論をしていただくわけでありますが、これらは来年の米生産をどれだ

け行うのかという、非常に重要な検討課題でございます。

繰り返しになりますけれども、これらを本日一日で議論いただくことになりますので、

特に事務局においてはこの点を十分認識の上、本部会の円滑な進行に御協力をお願いいた

します。

、 、なお 本日はおおむね16時くらいを目途に審議を終了する予定で進めたいと思いますが

このような進め方でよろしゅうございますでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○八木部会長 それでは、そのように進めてまいります。

議 事

（１）米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針「動向編 「国の方針編」」、

○八木部会長 それでは、議事（１）米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針「動向

編 「国の方針編」につきまして、計画課長から資料の説明をお願いいたします。」、

○今城計画課長 計画課長でございます。

本日、需給見通し及び生産目標数量の考え方について、原案作成に非常に手間取りまし

て、今回このような日程になってしまったことを深くお詫び申し上げます。申しわけござ

いませんでした。
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それでは、今回御説明させていただく基本指針でございます。これは食糧法及びその省

令に基づきまして、11月中に改訂をすることになっております。それにつきまして、資料

１で御説明に入らせていただきたいと思います。

この基本指針につきましては、目次をごらんいただきますと、第１の「動向編」と、第

「 」、 「 」 。２の 需給見通し編 それから第３の 国の方針編 という大きく３編になっております

本日のメーンで御審議いただく内容は 需給見通し編 でございますが 先に第１の 動「 」 、 「

向編 それから第３の 国の方針編 につきまして 変更したところを中心に まずざっ」、 「 」 、 、

とかいつまんで御説明をさせていただき、それについて議論していただくことにさせてい

ただきたいと思います。

まず 動向編 につきまして 変更したところをざっと御説明させていただきます １、「 」 、 。

。 。 、ページをお開きください 米の消費量でございます 14年度の数字が出ておりますが63kg

正確には62.7kgでございまして、昔２俵、大体 120kgだったところが本当に１俵というこ

とで半減しておるわけでございます。

、 。 、続きまして 43ページをごらんいただきます 水稲作付けに関する動向でございますが

、「 」 、「 」、そこの左上の四角囲いにございますとおり コシヒカリ は安定的に推移 ひとめぼれ

「ヒノヒカリ 「はえぬき」も横ばいとなっております。」、

おめくりいただきまして、44ページの左側の下の表にございますが、まだ上位20傑には

入らないんですけれども 最近作付けが伸びておるというので３つ ななつぼし こし、 、「 」、「

いぶき 「いわてっこ」が、最近ぐっと作付けが伸びているという記述をさせていただい」、

ております。

続きまして58ページで、在庫の状況でございます。実は後ほど直近の動向ところにも出

てまいりますので、そこで詳しく御説明しますが、不作の状況を受けまして、自主流通米

の調整保管もすべて解除。それから政府備蓄米の方も非常に販売量が増加し、見通し 163

万ｔが 131万ｔとなっているという記述に変更させていただいております。

続きまして61ページで、価格動向でございます。ここも直近の動向のところで出てきま

すので簡単に申し上げますが、14年産の下落傾向に比べ、15年産の大幅な上昇が見られる

ということでございます。

一番右の表で、15年産の第１回から第７回の自主流通米の入札、ぽんと一つだけ点を打

ってあります２万2,028円ということで、不作の影響を受けているということでございま

す。
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続きまして72ページで、流通に関する新たな動きでございます。72ページでは、消費者

の皆様の安全・安心の確保に関心が高まっているということもございますので、ＪＡＳ法

の改正の関係の記述、それから食糧庁が組織改正に伴った地方組織におきまして、そうい

うような食品表示専任の職員を 全国で2,000名置いておるというお話 それから 表示調、 。 、

査をやっているお話。それから食品表示 110番ですとか、食品表示ウォッチャーの増強と

いうことを記述させていただいております。

また、73ページでは、改正農薬取締法に基づき、適正な農薬使用の徹底を図るというお

話ですとか、産地における農薬使用状況等の生産歴の記録等々のチェック等に取り組んで

いるという記述を加えさせていただいております。

続きまして、直近の米の需給動向になります。これは76ページ以下ございまして、夏の

時には今年産のこういう不作の状況が全くまだ想定されておりませんでしたので、大幅に

記述を改めております。ほぼ全面改訂に近い状況になっておるわけでございます。

まず76ページでございますが、米の消費量の変化でございます。これは後々需給フレー

ムのところで出てくるのでちょっと申し上げますが、直近の農水省の米の消費動向等調査

によって、７月は対前年に比べましてぽんと 1.2％プラスになったんですが、これは逆に

冷夏の影響でお米を食べていただいた。ふだん、冷や麦、そうめんのところがお米になっ

たのではないかということでありますが、その後８月、９月はやはりマイナスでございま

す。

したがいまして、消費者の口に入っておる量というのは、後で出てきますが在庫の減少

というものが、そのまま実際の消費の上昇にはなっていないということがうかがわれるわ

けでございます。

それから77ページは、米の１人１カ月当たりの購入量の推移でございまして、こちらの

方も今年７月はちょっと上回っていますけど、やはり８月、９月に増えていないというこ

とがおわかりいただけるかと思います。

、 。 、続きまして 78ページでございます これは15年産の水稲うるち米の品種別作付け状況

先ほど伸びているところだけ記述してあったんですが、こちらは15年産の方の速報値とい

うことで、上位20傑を記述させていただいております。

個別に見ますと、例えば青森ですと「つがるロマン 「ゆめあかり」への作付け転換が」、

進んだため 「むつほまれ」が対前年22.4％減少 「ひとめぼれ」への切り換えが進んでお、 。

ります「ササニシキ」も10.7％減少。あと北海道は「ななつぼし 「ほしのゆめ」へ切り」、
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換えが進んでおりますので きらら３９７ は11.7％の減という顕著な作付けの状況が出、「 」

ている。これは速報値でございますけど、そういう傾向になってございます。

続きまして、80ページでございます。これは15年産水稲でございますが、予想収穫量10

月15日現在という数字でございます。やはり北海道、東北が非常に悪うございます。北海

道73、青森53、岩手73、宮城69という数字になっております。冷害の被害がそちらに非常

に大きいということでございます。

それから81ページは、今年のお米の品質はどうかということですが、10月末現在のとこ

ろでは、玄米の１等比率は昨年比で実は 4.5％上の数字が出ています。これは多分、10月

末現在ですので、作の悪い地域の米がまだ本格的に検査にかかっていないということで、

１等比率が高いのではないか。したがって、今後冷害に遭われた冷害の重い地域の米が出

てきて検査が進むと、１等比率がこのままではなく下がるのかなということが見込まれる

ということを記述させていただいております。

、 。 、それから82ページは 直近の米の需給動向でございます 前回も若干御説明しましたが

右の絵をごらんいただきますと、15年10月末現在、民間流通と政府在庫を合わせまして 1

44万ｔ、それから15年産米の生産量10月15日現在で、加工用米除きの主食用で 763万ｔ、

それから流通在庫の取り崩し等については、６月に見込んだ時には大体この10月末在庫は

192万ｔになるのではないかと見込んでおった数字でございますが、144万tに下がったそ

の分については消費はそのままであり、増えてはいないだろうということで、192万ｔと1

44万ｔの差の48万ｔと書かせていただいております。これらの供給量の計が 955万ｔにな

ります。

したがって、年間の主食需要量、次の米穀年度の需要量見込み 870万ｔと、この審議会

で御審議いただきましたが、それを上回る供給量を確保されているということがおわかり

いただけるかと思います。

続きまして、このような今年の特殊事情にかんがみ、政府がいろいろ生産者団体等、そ

れから流通業者の皆さん等と一緒になって対策を打っており、総括的に83ページに書いて

おりますが、政府備蓄米の機動的な販売、自主流通米の調整保管の取り崩し、便乗値上げ

等の監視体制の強化、それから作柄と需給に関する情報提供の充実ということを、適時適

切にやらせていただいておるということでございます。

中身につきましては、84ページ以下に記述させていただいておりますが、省略させてい

ただきます。
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88ページは、最近もち米が非常に需給がタイトになっております。昨年14年産、日本全

国全体では作況が 101だったんですが、北海道の作柄がよくなくて、主産地の北海道のも

、 。ちが非常に生産量が減ったことに起因して 実は在庫が払底している状況にございました

そこに今年の不作が主産地の北海道を中心に来てしまいましたので、残念ながらもち米の

需給が非常にタイトになっているということでございます。

、 、したがいましてそういう中で 例えばＳＢＳによる米の輸入量をごらんいただきますと

、 、 、平成15年第１回目でもちが6,000ｔ 第２回で8,200ｔ 第３回で１万9,400ｔということで

昨年に比べて非常にたくさん入ってきているという状況にございます。

こういうような状況を踏まえまして、国内の価格、自主流通法人の方で設定しているも

ちの価格が大体１万8,000円から２万3,000円なんですが、これを計画外の方では、はるか

に上回る３万円を超える価格で取引をされているという状況にかんがみまして、私ども緊

急な措置といたしまして、ＭＡの一般加工用という形で、あくまでも全体のＭＡ76.7万ｔ

のうちで、それをもち米に振りかえて輸入をするという措置をとらせていただいていると

いうことでございます。

なお、正月需要云々というお話がございますが、いかにもち米が不作でも、今年のとれ

たもち米が正月までに足らなくなるということは絶対にありません。きちんと集荷なり流

通が滞りなくいけば、そういうことはあり得ない話でございますので、そこのところ誤解

なきようによろしくお願いしたいと思います。

今の話は、90ページのところ等に輸入の話を書かせていただいております。もちろん集

荷の方も自主流通法人さん等の方で、集荷対策を一生懸命やっていただいているというこ

とを記述させていただいております。

それからずっと飛ばしていただきまして97ページ、政府米の販売状況でございます。こ

ちらの方も不作の状況がございまして、右の棒グラフの黒いところが15年の数字でござい

ます。８月下旬からなんですが、９月以降黒いところがぎゅっと上に突き出ているのがお

わかりいただけるかと思います。

７月の基本指針の御審議いただいた際には、そろそろ新米が出てくるので、政府米はほ

とんどこの先売れないのではないかというふうに、私ども思っておったところでございま

すが、こういう作柄状況にございまして、本年９月、10月の販売数量は合わせて30万ｔと

いうところで、大幅に伸びているということでございます。去年の11月から７月までは７

万ｔしか売れていなかったんですが、この３カ月で30万ｔ売れているという状況になって



- 11 -

おります。

続きまして在庫の状況で、 100ページでございます。まず、自主流通米の在庫でござい

ますが、簡単に申し上げますと、既に調整保管を全部解除しておりますので、契約は全部

終わっておるとお伺いしております。しかしながら引き取りの関係で、10月末持ち越し在

庫はまだ13万ｔあるということでございます。これが自主流通米の在庫の状況でございま

す。

それから 103ページは、政府備蓄米の状況でございます。こちらは10月末は 131万ｔで

ございます。その中の年産の割合数量を右側の上のグラフで書いております。８年産が14

、 、 、万ｔ ９年産が34万ｔという数字 そこの濃い黒の数字が今の在庫の数字でございまして

点々のところは６月末から売れたところというふうにごらんいただければ結構かというこ

とでございます。

続きまして、 104ページでございます。このような状況を踏まえて、卸売業者さんの月

末在庫はどうなのかということでございます。農政事務所の方で調べておる数字でござい

まして、卸売業者さん全部をカバーできているかというカバー率の問題がございますが、

そこの一番最後の15年のところをごらんいただきますと、10月で54万ｔという数字になっ

ておるわけでございます 先月が28万3,000ｔでございますので 非常に上がっているとい。 、

うことがお見受けいただけるかと思います。そういうような状況で、非常に不作の状況に

かんがみ、手当てを急がれているということがうかがえるかと思います。

それから 105ページで、自主流通米センターの入札価格の動向でございます。昨日第７

回入札が行われました。右側のグラフをごらんいただきますと、黒いところが15年産でご

ざいます。これは全指標価格の平均でございますけども、10月中はかなり玉が出てきたと

いうことで若干落ちついてきたんですが、また昨日の入札で上昇が見られるという状況に

なってきております 全指標価格65銘柄 平均で２万3,537円という水準になっておるわけ。 、

でございます。

その産地品種銘柄ごとの動向ということで、 107ページをごらんいただきたいと思いま

す。そこに産地品種銘柄ごとの状況がございます。

下の表の方でございますが、対前年同期比ということで、プラスが並んでおると思いま

すが、高い銘柄では8,000円を超える値上がり、9,000円弱の値上がり。昨年に比べて6,00

0円ぐらい上がっている状況がございます これはすべて不作がこの要因ではないかと考え。

ております。
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なお、これらを受けて、卸売・小売価格の動向を 109ページ以下に書かせていただいて

おります。米の月別小売価格の推移（14年産）ということで、14年産については比較的な

だらかな状況ということでございました。

これが 110ページの方に15年産ということで、９月以降、私ども月別の調査を週別の調

査に密度を濃くしまして行っておるところでございますが、水準自体は高いところでござ

いますけども、まだ11月の第３週のところまでは、９月に上がった水準からさらに上がっ

ていくということにはなっていないわけでございます。ただ今回の入札価格の動向等を踏

まえてどういうふうになっていくか、注視していかなければならないと考えておるわけで

ございます。

110ページが卸売価格で、 111ページが小売価格でございます。済みません、失礼しま

した。

そういう価格状況を注視していきますとともに、引き続き売り惜しみ、便乗値上げ等混

乱をもたらす行為が生じないよう、監視体制は継続していきたいと考えております。

112ページでございますが、一応これは便乗値上げなり、そういうものがあるのかどう

なのかというのを検証してみるということで、自主流通米の入札価格の上がり具合と、卸

売価格、小売価格の上がり具合を比べた表でございます。いずれも入札価格の上昇度合い

に比べて上回っているところは、基本的にはないということでございますので、そういう

便乗値上げ等の状況はないと推測される絵でございます。

ちょっと飛ばしていただきまして 117ページ以降、今までで米の直近の状況は終わりま

して、輸入等に関する動向で、ここは加えましたのは 124ページでございます。先般、カ

ンクンでＷＴＯ農業交渉が行われました。その関係でございますが、新聞等で報道された

とおり、シンガポール・イシュー（投資の分野等）の扱いで、先進国と途上国の違いが埋

まらないまま終了してしまった。

それから今後について、12月に一般理事会高級事務レベル会合が行われる等々の記述を

加えたということでございます。

以上が、第１の「動向編」のところでございます。

引き続き、第２のところは飛ばしまして第３の「国の方針」で、 141ページでございま

す。ここも説明が長くならないよう、簡単に変更したところだけ申し上げますと、 145ペ

、 。ージの備蓄運営の基本方針というところを ちょっと書き加えさせていただいております

もちろんここのところについては、また、生産目標数量のところでも御議論いただきます
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けれども、今後の基本方針といたしまして、 100万ｔ程度の適正備蓄を50万ｔずつ回転備

蓄していくという考え方。

それから、16年４月以降は新たな流通制度ということにもなり、政府米の買入・売渡価

格を入札で決めることになりますので、そういうことを踏まえた書き方をさせていただい

ております。

大綱というのは米政策改革大綱でございますが、したがって需要に見合った売れる米づ

くりを推進する観点から、16年４月以降、入札を基本とする買入・販売を実施する。

「具体的には、買入については消費者重視、市場重視の観点から、広域流通している主

要銘柄を基本に買入を行うこととする。

なお、販売については市場実勢に即しつつ、消費者への安定供給を旨として行う。

以上のように市場ニーズを踏まえ、買入・販売を機動的・弾力的に実施するとともに、

回転備蓄が円滑に行われるよう、買入から販売するまでの期間をできるだけ短縮すること

を基本とし、効率的な備蓄運営に努めることとしている」ということを記述させていただ

いております。

なお、16年産米の生産目標数量等々の方針につきましても、その前のページ等々で記述

されておりますが、そこの部分につきましては第２のところで御議論いただきますので、

ここはちょっと省略をさせていただきます。

私の方からの説明は以上でございます。

○八木部会長 ただいま説明のありました 動向編 国の方針編 につきまして 御質、「 」、「 」 、

問あるいは御意見ありましたらお願いいたします。

どなたからでも結構ですので、よろしくお願いいたします。

どうぞ、吉水委員。

○吉水委員 11月末で今日まとめるということで、ちょっと時期的には遅きに失した感が

あるんですけれども、最初の「動向編」の方で、私はずうっと違和感を感じていたことが

ありますので、ちょっと述べさせていただければと思います。

全体のお米の消費が減っているということの原因について、女性の社会進出ですとか、

簡便化志向というものがあり、結果的に手間のかかるお米というものが減ったというのが

全体の論調かと思うんですけれども、多分それだけが根本的な要因ではなくて、主食とし

ての地位が下がったといいますか、いろいろな食べ物の選択肢が増えるに及んで、相対的

なシェアが減っていったという意味だと思うんですね。
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それをじゃあ、どうこの冊子に反映するかというと、恐らくはそういった資料というの

は、政府機関系のデータとしてはないのかなと思っているんですけれども、例えば10ペー

ジの１人１年当たりの穀物の食料費に占める米、パン、めん類等の割合の推移というとこ

ろで、もう少し意識レベル、主食だと思うかどうかとか、食生活が多様化していると思う

かどうかといったような調査も加える必要があるのではないかと思います。

総合食料局さんのモニター調査もあるようですので、今これをどうこう直してくれとい

う意味ではありませんが、何かそこのところを見誤ると、簡便志向だから米の消費が減っ

ている。じゃあお米のとぎ方を簡単にすればいいのかということでは多分、解決策にはな

らないので、ちょっと来年以降の課題ということで、そろそろ発言も最後の機会かなと思

いましたので、述べさせていただきます。

○八木部会長 どうぞ。

○今城計画課長 非常に貴重な御意見、ありがとうございました。

残念ながら、今日のあれで反映が事務的にちょっと難しいんですが、次回、すぐまた２

月、３月の御議論で改訂しますので、その際にそういう資料をぜひ盛り込ませていただき

たいと思います。

○八木部会長 次長、どうぞ。

○伊藤総合食料局次長 既に御案内のことなんですが、基本計画の見直しを早急にするよ

うにという大臣の指示がございまして、その中で自給率目標も当然見直しの検討に入ると

いうことで、米の消費がどうなるかというのは非常に大きなテーマでありますので、今御

指摘の点も含めて、相当突っ込んでもう一遍分析し直して、米の消費拡大にどういうふう

につなげられるかということを、よく分析してみたいと思っております。

○八木部会長 ほかにございませんでしょうか。

山田委員、どうぞ。

○山田委員 きちっと整理して言えないかもしれないので、何点かにわたりますけれども

お願いしたいんですが、価格が急に上がっているということで、最近の数字で対前年比で

7000円ぐらい上がっているんですか、先ほどありましたですね。いずれにしても、少し上

がり過ぎじゃないのかということですね。

といいますのは、不作がすべて原因だというふうにおっしゃいまして、そうなんだろう

と思いますが、しかしその一方で、ちゃんと在庫はあるんだからと言っておるわけですよ

ね。しかし、それにもかかわらずこんな形で価格が上がるというのは、一体どういうこと



- 15 -

としてとらえたらいいのか。

それからさらに、これから年を越していくことになるわけですが、どこかでだれかが買

い占めているとか、在庫しているということであれば、年を越してでも米が出てくるのか

もしらんのだけれども、そうじゃなくて、実はもうないんだと。例えば、きのう我が方で

地方の人が集まった会議がありましたけれど、ここに藤尾さんがおいでになりますから藤

、 、 、尾さんのところだという言うわけじゃないんですよ そうじゃなくて 大手の卸屋さんで

もう農水省は外国から輸入する米の手当てを内々やっているようだよという情報を流して

いて 「知っているのか」なんてさんざん怒られましたが、私は 「ミニマク・アクセスを、 、

たくさん抱えていて入れるわけありません」と答えたわけであります。

いずれにしても、むしろこの際もうけようということで、言うなればいろんな情報なり

が飛び交いまして、そして価格が上がっている。これは生産者にとっても消費者にとって

も、両方にとって極めて不幸な話でありますし、ましてや来年の計画生産をちゃんとやろ

うということを一生懸命言っている時に、計画生産の力にならないわけでありまして、や

はりこのことについて、もっと対策があるんならきちっと対策を出すということなんだと

思うんです。

政府在庫が30万ｔも売れてますよと言うんだけど、しかしそれでも値段が上がっている

なら一体どうするのか。とすると、どうもあるあると言っている在庫に問題があるんじゃ

ないか。例えば、８年産とか９年産なんかはたくさんあるんだけれど、実質は使えないん

じゃないかとか、そんなような話がいっぱい増幅するんだと思うんですよ。

我々はみずから積み立て、みずから拠出した基金で、これはＪＡに集まってくる米、そ

の人方から拠出をいただいて、その分だけコストがかかっているんだけど、その基金の中

、 、から40億円出して そしてきちっと米を出そうという集荷運動を展開しているわけですが

それでも残念ながら農協に集まってくる集荷の量は必ずしも大きくないわけです。

それは何でか、当たりまえですよ、値段がどこかで上がってどこかで高く買ってくれる

と言えば、農協へなんか集めてくれないですよ、非常に残念ながら。まじめな人だけ一生

懸命集めてくれるんだけれど、要はこんな状態を放置しておくのか。だからといって規制

しろと言っているわけじゃないんですよ。規制するというんじゃなくて、需給で価格が決

まるという原則は歩んできたわけですから、だからそうなんだと思いますけれど、それに

しても計画生産に悪影響を与え、かつ消費者の米離れを来しかねないこうしたことについ

ては、役割があるんじゃないか、その役割をもっと具体化してもらいたいと思います。
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話し始めるとぐちになっちゃうんですが、要はこの資料の「動向編」を見ましても、自

主流通法人による14年産の調整保管米が、この端境期の米不足の時に重要な役割を果たし

た。ところが、来年の新たな米政策ないしは米政策改革の取り組みの中で、調整保管とい

う仕組みはちゃんと制度化したかというと、制度化していないわけです。

間違いなく自主流通米の調整保管は役割を果たした。ところが、来年の今度の仕組みは

その仕組みもない。一体その時の価格の安定というのは、だれがどんなふうに果たせるの

。 、 、か やっぱり今の事態を踏まえて どんな具体的な手だてがあるのかということについて

もっと役割はあるのではないかと思いますから、その点、お聞きしたいと思います。

○八木部会長 次長。

○伊藤総合食料局次長 後で細かい点がありましたら計画課長からも説明させますけど

も、まず価格は、特におとといの入札でまた上がったということで、大変我々も憂慮をし

ております。

なぜ上がったのかという点ですけれども、山田委員の御指摘のとおり、量的には在庫も

ちゃんとあって足りるわけですが、お米の世界も量さえあればいいという時代でなくなっ

てしまっているということで、銘柄志向はやっぱり強いわけですので、欲しいものが窮屈

だということから、どうしても値が上がってしまうということが基本にあるんだろうと思

っております。

そういう意味で、自主流通調整保管も、おっしゃるとおり早急に出していただいて、い

ろいろ需給の安定に努めていただいたわけですけども、基本的にはそういう銘柄志向がど

うしても強い。

また、藤尾委員に御説明いただいた方がいいかもしれませんけども、商売の面ではいろ

んなアイテムでつくっているという中で、ぜひとも必要な銘柄ということで、皆さんが確

保するという動きがあるということだと思っております。

大臣の方からも大変心配していろいろ指示がございまして、今御指摘の在庫も、もっと

きちっと把握するようにと。仮にも売り惜しみのようなことがないように、そういうこと

もよくチェックするようにということで指示もございますので、今後ますますそういうこ

、 、 、とに努めていきたいと思っておりますけれども その一つの方策の中に ぜひ山田委員の

系統集荷も大変厳しい状況だとわかっておりますが、農協、ＪＡさんが集めていただくと

やっぱり安心感は高まると思いますので、系統集荷にぜひとももう一段、御努力いただき

たいと思っております。
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また、来年以降の対策につきましても、これからまたさらに検討していきたいと思って

おります。

○八木部会長 山田委員、どうぞ。

○山田委員 ここで古い話にさかのぼって言うつもりはないんですが、系統集荷をしっか

りやってほしいという伊藤次長のお話は大変共感するわけでありますが、言いましたよう

に、調整保管の仕組みなんかは絶対必要だということを、米政策改革の生産調整研究会の

議論の中で、私は率直に申し上げたわけでありまして、この仕組みは入れておかないとだ

めだということを言ったのに、結局は制度化しなかったわけですね。

現に、調整保管のこの仕組みについて、過剰な時は安く売るしかないわけだから、その

補てんはどうしたかというと、生産者みずからの拠出であった。今回も、しかし高く持っ

ておれば、それは高く売れるかもしれない。だけどそうじゃなくて、みずからの拠出で調

整保管経費を払っているわけです。それをやっているわけです。

今、集荷の問題につきましても、先ほど言いましたような対策を、みずからの拠出でつ

くっているわけでありまして、一定の役割を果たすべき、生産者がまじめな取り組みをそ

れなりにやっておるわけであります。しかし、そのことが制度の上でも評価されない。極

めて残念でありまして、この事態になってさらに集荷をやってくれといったって、流通規

制をほとんど全部取っ払って、何の規制もない中でやらせておいて集荷だけ頑張ってくれ

という話をしてみても、容易じゃないということなんです。

だからはっきり申し上げますが、国が一体どんな役割を果たすのか、生産者も生産者団

体もどんな役割を果たすのか、かつ流通の関係者もどんな役割を果たすのか、とりわけ、

主食である大事な大事な米の扱いについて、細心の注意とルールが必要だと思うんです。

改めてこの事態を前にして、申し上げたいと思います。

○八木部会長 大泉委員、どうぞ。

○大泉委員 話が転換するのかどうかよくわからないんですけど、実は価格の上昇に関し

ては私もちょっと気になっておりまして、 112ページの流通段階別にみた価格上昇率の状

況というのがありますよね。これは自主流通米価格が上がっているにもかかわらず、ほか

のところの価格や小売価格が上がっていないという表ですが、これは流通過程の中で価格

の乱高下を吸収してしまっているということなんだろうと思いますが、これはどういうふ

うに読めばいいのか。時間差がある、やがては上がってくるというふうに読んでいいんで

しょうかね。
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もしもそうだとすれば、価格の高騰が消費者のところまで波及するということがあり得

るわけです。８月、９月の時には政府の価格対応は、私は成功したと思うんですよ。自主

流通米の調整保管を出したり、政府米を出したりということで成功したと思うんですね。

今の段階でどういった対策がとられるのかということが、やはり若干気になるんですね。

、 、 、 、私 この場ではないんですけど ずうっと主張していたんですが 政府の今の米対策は

過剰基調を前提として議論しているところがある。しかし問題は、不足基調でどういう価

格の安定を担保するのかということが非常に大事で、そのためのシステムを議論しておか

なきゃいけない。しかし、その議論が非常に弱いのではないだろうかということで、僕は

あちこちで主張していたのですが、過剰基調だということもあってあんまり相手にされて

いないんですがね。

だから、山田さんの今の御発言も、自主調整保管が果たしてどの程度意味があったのか

ということも含めて、あるいは政府の高騰対策はどういうふうにあるべきなのかというこ

とを、もう少し議論しておいた方が確かにいいのだろうと思うんです。

それは市場で量規制をやるのか、あるいは市場コントロールでやるのか。僕はその前提

が違うんですが、これからどんどん市場経済化するであろうという前提であるとすれば、

そのことがますます重要な課題になってくるだろうと思っています。

ですから、そういう時の市場原理が浸透する中での、逆に国民経済的に見た時の農協共

販の役割って一体何なのかということを、改めて本当に必要なのかどうかということも含

めて、議論の俎上に乗っけるべきじゃないかと常々思っていた。

だけどこれは、他人のうちの話だからあんまり言わないようにしているんですけど、し

かしそういう時期に来ているんだろうと。それで、今、計画流通米に相当するものは 400

万ｔしか実はないわけですよね。そういった中での農協集荷というのは、一体どういう意

味を持つのか。集落の中で、ああいう形で必死になってやっているわけだけども、しかも

自分たちで供出してまでやっていながら、どんどんどんどん経済的には縮小している。そ

ういう中での意味は果たしてどうなのかということは、これは改めて議論する必要がある

んだろうと思っています。御回答はなくて結構です。

○八木部会長 それでは藤尾委員、お願いします。

○藤尾委員 業者の代表として言うんですけど 価格が今上がっているんですが 実は我々、 、

もびっくりしているんですが、例えば今上がっている価格が、即お客さんに売れる価格で

はないわけなんですね。したがって、今我々の業界は、２カ月ほど前の価格で売っている
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わけなんですよ。上げ切れないんです。余りのスピードと、それからこういう世論があり

ますから。

しかし、そうしたらなぜ買うのかということになるんですけど、先ほど次長もおっしゃ

ったように、例えば新潟の「コシヒカリ」をくれと言うお客さん、あるいは「あきたこま

ち」をくれと言うお客さんは、１年中くれと言う要望があるわけなんですよ。そうすると

、「 」 、業者としては 今月はありますけど来月からありません ということは言えないために

買い進んで手持ちして、上がるか下がるかわからんもんも手持ちしながら、１年中の品物

を確保せないかんことになっているわけです。

それに合わせて、マスコミが米不足、米不足と言うて、入札のたびに何倍上がったとい

うことを言いますから、ようけお得意さんは「大丈夫か、大丈夫か」と念を押される。業

者は「何とかします」と言う、その積み重ねが入札の価格を上げているということなんで

すね。それが一つ。

、 。それからもう一つは 生産者の方が我々よりこのたびのことについては頭が進んでいる

制度以上の知恵が出てきているということは、ある程度のものは系統に通す、ある程度の

ものは相場で売って出るという考え方が非常に強く出てきているということなんですね。

そういうことをされると、余計系統集荷が少なくなりますから、価格はどんどんどんどん

上がっていくという状況なんです。

、 、 、そこで これは皆さんの意見も出ていましたけど ここで国も考えていただきたいのは

16年産に対してある程度のものはつくると、そして備蓄をもう一度見直すとかいろいろな

ことを発表していただいたら、去年と同じように減反をいくと。そうしたら、業界とかあ

るいは消費者の不安は、もう一遍不作が来たらどないなると。本当に空々になってしまう

んやないかという不安もあるわけなんですね。だから、その辺もきっちりした数字を発表

していただきたいと思っています。

それから先ほど申し上げたように、時代の流れからいくと、系統の集荷も二本立てにせ

ないかんと。例えば、今までの共経すると、イコールあわせて相場でも物を買うていくと

いうようにして、生産者がその品物を系統に少しでも多く出すというリード、あるいは頭

の考え方も切り換えていただかないかんのやないかと考えております。

以上です。

○八木部会長 先ほど議論のありました調整保管の機能については、ぜひ検証いただきま

して、来年から備蓄の運営の方式が変わりますので、その運営方式の中にうまく機動的な
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運用ができるかどうかということだと思うんですけれども、その点はぜひ御検討いただき

たいと思います。

そのほかにございますか。

奥村委員、どうぞ。

○奥村委員 私も生産者の立場として、山田委員と考えがよく似ておるんですが、特に今

年の米の価格の暴騰といいますか、大変不安を抱いております。

例えば集荷もままならんところの要因に、私もそうですが、私の仲間も自主流通米で出

荷すると、将来自分の米が売れなくなるんじゃないかみたいな不安があります。というこ

とは、余りにも入札価格が高過ぎますもので、それに一定の経費をかけるとべらぼうな、

富山の「コシヒカリ」２万7,000円とか２万8,000円で、小売店が買わなきゃいけないみた

いな状況に。

。 、 「 」私も昨年よりも農協出荷は減らさざるを得ません ということは 富山の コシヒカリ

が２万3,000数百円で入札価格が出ますと、うちの取引先の手元に届くのは２万7,000～8,

000円になります そうすると 到底小売店は商売になりません ですから我々は 小売店。 、 。 、

さんに直接適正な価格で売らざるを得ないと。

うちも全農担当者の方と協議したことがあるんですが、９月10日時点で、せいぜい１割

ぐらいで抑えたらどうですかと。２割、３割、４割は異常だからということで、私は７％

から１割ぐらいを昨年対比値上げをさせていただいて、小売店に届ける戦略をとったんで

すが、そういう不安があるわけです。

だから、２万3,000円とか２万4,000円という価格に不信感があります。どこかで何か思

惑とか変なことがあるから、業者の方もそういう高値で入札しているんだろうと思いまし

て、こういうことは生産調整はなぜしているかといいますと、生産者にとっては価格が上

がり続ければそれに超したことはないんでしょうけど、でもきちっと売れ続けなきゃいけ

ないということ。生産者にとっても売れ続ける価格、それで価格の安定。それが消費者に

とっても購入価格が安定するということ。もちろん安定供給も含めて。それが生産調整を

やっている第一の目標なので、こんなことで上がったり下がったりするというのは米です

から、そういうことは大変異常な事態だと思いますし、逆に大変危機感があるわけです。

、 、今年の場合はこのままいくと べらぼうに農家がもうかるみたいなことになりますけど

これは必ずしも生産調整している意味がないんじゃないか。もうここまで来たら、例えば

富山の米の「コシヒカリ」の実力は、大体ほぼわかってきたと思うんです。それをきちっ
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と守るということが、生産者、流通業者、農協も含めてきちっと確認していかないと、生

産調整をしている意味がないような気がして、大変不安感を抱いております。

○八木部会長 今日は小熊委員が御欠席なので、販売の最前線のお話が出ないんですけれ

ど、消費者の委員の方でどなたか、お米の価格についての件はございませんか。

こもだ委員、どうぞ。

○こもだ委員 お米をどう食べていこうかという現状でも、ここで一つ先ほど御指摘のあ

った10ページにグラフが載っていますけれども、もう少し詳しく年代別にこれを見てみる

と、若い人ほどどんどん減っているんですよね。

私は毎年非常に細かく家計費調査年間とか、それから毎日のメニューセンサスなどの調

査をしておりますけれども、若い人が家庭の中で使うお米の量というのは極端に減ってお

りますよね。その事実というのは、もう少しはっきり示した方がいいと思うんですね。

、 、 、 、調査のところで 世代が50代 60代以上はお米依存度が高いんですけれども 今の20代

30代が50代になった時に需要がとれそうかというような、その辺のコーホート分析みたい

な調査のところがはっきり出ていないと思うんですね。

ですから、抜本的にそのあたりのところを踏まえる必要があって、基本的なそういった

見通しが非常に大事だろうと思うんです。

このところの価格の動きのところでは、直近で消費者の面接調査ですとか、 300サンプ

ルぐらいの私のところで始終行っている調査を見ますと、やっぱり高いものを買う必要が

ない、必然性が弱くなるんですね。ほかのもので十分に、いわゆる主食というとらえ方も

非常に分散していますから、主食と言われる中で60品目ぐらいが主食なんですよ、今の生

活調査をしてみますと。主食の中に白飯が断然多いんですが、主食というのが１カ月の中

で60品目ぐらい挙がってくるという、非常に分散して出てきますから、そうした消費傾向

をもう少し的確にとられていくと。

現在、非常にお高い新米が出たと。おいしそうには思うけれど、でも別にそれにそんな

に依存しなくても、ありがたく思わなくとも、ほかのもので十分毎日の食生活の不便は感

じていないし、不満もないんですね。

どういう時にそれじゃ食べようかというと、むしろおいしいお米の何かがあるという、

これは大きな家計費調査などでもはっきりわかりますが、外食は米飯依存度が高いんです

ね。ですから最近、高級おむすびが売れているように、いいお米は外で食べてしまって、

おいしいものを食べているかもしれないけど、うちの中でおいしい、高いお米を買って毎
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日のご飯にしようというニーズは非常に弱くなっています。そのかわり、外食の時にいい

お米で、おいしいお米を食べようという意向ははっきりあるんですね。

やはり基本になるのは、食べ手がどういう生活、消費行動を持っていきながら、食生活

志向の動きがどうなるかということは、非常に変わっていっているんで、そのあたりを踏

まえないと、価格に対する要素も非常に大きい。高くても何でも欲しいという時代ではな

くなっているなという感じがいたしております。

以上です。

○八木部会長 中村委員、どうぞ。

○中村委員 10ページの表にこだわるわけではないんですけれども、10ページの表で言う

と、参考の下のところに「外食、調理品は含まない」と書いてありますね。この10年間と

いうのは外食はもちろん大変増えているし、それからおにぎりも含めたそういうふうなも

のも物すごく増えているわけですね。だからそういうふうなものが入らない。そういうふ

うなものはお米の対象から外れているということになると、相対的にパンとかめんが２割

近く増えたような形になっていますけれども、パンが２割も増えていたら、みんな日本の

ベーカリーは大変喜ぶはずなんですね。

それから、上の方の食料費に占める米、パンの割合の推移というところで言うと、お米

はこの10年間、今年は別にして値段はずうっと下がってきたわけですね。３兆円の出荷額

が１兆8,000億と言われているぐらいですから。

ですから、これはむしろ上の項は金額で、下の項が量ですけれども、お米の消費という

のはどのぐらい減って、どうなっているのかというのはどうもよくわからないですね。

ですから国の統計資料の中で、お米というのは本当にマイナス 1.5とかマイナス 2.0と

いう数字なのかしらというところが、どうももう一つピンとこないものですから。

この資料で言うと パンとかめんの地位が向上していることがうかがわれます と書い、「 」

ていますが、本当にそうでしょうかということなんですね。

○八木部会長 大木委員、どうぞ。

○大木委員 今おっしゃったことに関連していることですけども、お米の一人一人の消費

量が少なくなっているって、これは家庭だけのことで計算をされているわけですよね。

私どもの会の調査で 外食は家族でどのくらいしますか というのをしましたら １カ、「 」 、

月に１回から６回までしている人が６割いるんですね それで その中で外食で何が一番。 、「

回数が多いですか」といったら、やはり日本料理なんですよ。お寿司が多いということな
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んですよ。そういうのも計算されたデータがあるのかどうかということが、この統計では

、 。わからないので こういう分析というのも参考にあるといいなという感じがしております

○こもだ委員 外食は米飯が高いんですよ。

○大木委員 ですから家庭量だけでなっていると……。家庭のやり方で統計をとるのと全

体でとるというのは、きちんとある方がわかる。これから外食が結構多いんじゃないかと

思いますので、そういうのも参考に。

○八木部会長 どうぞ。

○今城計画課長 お答えさせていただきます。今の大木委員のお話でございますが、17ペ

ージにモニター調査でございますけれども 最近の外食の回数とその中での米飯外食の回、「

数」という数字を掲げさせていただいております。年齢別に外食回数が、例えば30～39歳

、 、の方は 2.6回 そのうちごはん食回数は 1.9回というようなモニター調査はございまして

おっしゃるとおり外食回数の中でごはん食回数が非常に多いというのは、こういうデータ

では出ているということではないかと思います。

それから、大木委員もう一つございますが、全体で米の消費を考えた場合というのがご

ざいますが、私冒頭申し上げました１ページの食料需給表の中は全部込み込み、家庭だけ

ではなくて、個人の方が食べている米の量を、全数調査はできませんけど推計しておるも

のでございまして、ここの数字は全部一応込み込みとなっております。

それからこもだ委員の方から、年齢で非常に違うのではないかというお話がございまし

た。それは３ページの方に、私ども分析をさせていただいております。上の表は年齢階層

が人口がどうなるかという表でございます。これは消費量ではございませんが、そういう

人口がずずっと、だんだん同じ人たちが年齢が上がっていくわけですが、そういうことを

前提に、今の７年と12年の年齢階層別のごはんの消費量を比べたのが下の表でございまし

て、本来50歳、60歳のところでたくさんお食べいただいておるんですが、７年と12年を比

べていただくと、そこのところの減りが非常に大きいということ。

それと、今絶対量としてあんまりお米を食べておられないお子様たち、10代のところと

か、そこがだんだん上がっていくことになりますので、そういうことも分析をさせていた

だくと、将来消費の上向きはなかなか難しいのかなということを、３ページで記述をさせ

ていただいております。

それから、外食の話の関連で、一応家庭内消費が減って外食が増えているというような

ことは 推計ではございますけど 14ページ 15ページのあたりに 食料消費支出に占め、 、 、 、「
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る中食と外食の割合の推移」という表を掲げさせていただいております。要するにコンビ

ニ弁当、おにぎり等でございますが、そういうもの含めますと、大体３割ぐらいが食料消

費支出の中で占めているということになっておりますし、右側のお米の消費量自体につき

ましても、加工・外食等消費が非常に増えて、家庭内消費は減っているという表を掲げさ

せていただいておるところでございます。

○八木部会長 加倉井委員、どうぞ。

○加倉井委員 ちょっと違う話をさせていただきたいんですが、58ページの一番上のコラ

ムのところに、15年10月末に政府備蓄米が存在し、８、９年産の販売期間も長期化と書い

てあるんですが、どうもこの言い方がよくわからなくて、販売期間が長期化ってどういう

ことか。もう既に、８、９年産ですから７年も８年もたっているわけですね。それを長期

化するってどういうことですか。

つまり私が言っているのは、この保管経費も国民の負担だと思うんですよ。これ、今金

利が安くなったからわかりませんが、昔は１ｔを１年間保管すると２万円かかることにな

っていたはずです。そうしますと、１ｔ当たり26万円で買ったとしても、コストとして40

、 。 、 、 、万円の米ですよ この米は それをさらに毎年１ｔ ２万円ずつ積み重ねていって 50万

60万の金にするつもりなのかというとそうではないだろうと思うんですね。例えば、販売

期間長期化って何だって、全くわかりませんよ、これは。

もっと言えば、そんなにお金がかかるんだったら安売りしちゃえば、その方が差し引き

すると得なはずなんです。これは計算してみればすぐわかりますよね。26万円で買ったも

のを次の年に割り引いて15万円で売ったって、国民負担はその差ですからそれしかないわ

けですから。それを40万円にして、それで例えば３万円で売ったとすれば幾らですか、国

民の負担は１ｔ当たり。それを長期化するって一体どういうことか、この辺ちょっと御説

明いただきたい。

○今城計画課長 今のお話でございますが、その前に、どうしてこうなってしまっている

のかというのは原因がございまして、57ページをごらんいただきたいと思います。

実は平成５年産の大不作の後、非常にたくさんつくろう、在庫を持とうというようなこ

とがございます。それとあと豊作が続いたということもございます。

そこで、政府買入が７米穀年度、要するに６年産、そこの上の表でございますが 205万

、 、 、 。ｔ それから７年産 165万ｔ ８年産 116万ｔ ９年産 119万ｔというオーダーで買った

今となっては、買ってしまったわけでございます。
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ところが、右側の売渡の方をごらんいただきますと、例えば７米穀年度は 205万ｔ買っ

て92万ｔしか売れていない。８米穀年度は 165万ｔ買って55万ｔしか売れていない。本当

はこの辺で、ちょっと買入量を考えなきゃいけなかったところなのでございますが、いろ

いろその時の事情がございます。

要するに、一たん転作を緩和して、たくさんでき過ぎたので転作を強化するという局面

をつくらざるを得なかった。その時に、その上限としていろいろな話し合いの中で、その

減反をさらにまた再拡大する。生産調整を再拡大する時に、政府は一定量を買えという決

、 、定になったということで 需給操作の観点からはこういうことはおかしいんですけれども

そうではないところの力の方が強いものでございますので、私どもは買わざるを得なかっ

た。

加倉井委員のおっしゃるとおりでございます、そういうことの後にそれを安く売れば経

費は非常に少なく済む、おっしゃるとおりでございます。しかしながら、山田委員の方か

らも先ほど調整保管というお話がございましたが、あの調整保管は、過剰の時に価格をそ

う下げないための自主流通米の調整保管でございます。それをしている段階で、政府が在

庫運営のために政府米を売り浴びせる、要するに価格を半分にして売り浴びせるというこ

、 、 。とは 政策の不一致であるということでございますので 販売をさせてくれませんでした

したがって、こういう状況になっておるということでございます。

したがって、おっしゃるとおりでございます、在庫経費はかかります。在庫経費は１ｔ

当たり 年２万円でなくて１万2,000円でございますけども そういうことはわかっており、 。

ますけれども、そういう状況ができなかったということを、御理解いただきたいというこ

とでございます。

そこで私ども、今そういう状況の中で、じゃあ販売期間が長期化したというのは、長期

化する政策をとったということではなくて、長期化してしまったというのが正しい表現か

もしれませんけども、そういうことで買う時にも必要以上に買ってしまった。本来売る時

に売れなかったということが、今の結果につながっておると。おっしゃるとおり、在庫経

費縮減、円滑な備蓄運営ということの観点からだけからすればおっしゃるとおりでござい

ますが、そうでない需給事情の安定化を図るということが働いていることは御理解いただ

きたいということでございます。

○八木部会長 ただこの文面が、やっぱりちょっとわかりにくいということは、少し事務

局の方でも御検討いただければと思います。
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岩田委員、どうぞ。

○岩田委員 今のお話にも関連するんですけれども、さっき今年の米が価格高騰、かなり

暴騰と言えるぐらい上がっているというお話の時にも出たんですが、非常に私自身意見が

まとまっていない、難しいなと思うのは、市場経済化を進める一方で、国のコントロール

というのは残しているという部分で、多分市場経済化というのは今の価格が需給を本当に

反映したものかどうかはわかりませんが、買い手として思惑を持っていろいろ買っていく

というのは、市場の中では当然の原理だと思います。

実は、そうやって価格を高く買って小売価格が上がったら、今、消費者は確かに米を買

わなくても主食として食べるものがいっぱいありますので売れないと。売れないというと

ころで出てきた負のものというのは、そうやって思惑をした人たちが負っていかなければ

いけないし、もしかしたら生産というところにもはね返っていくという部分が、市場経済

をいった以上は、こういう事態もあり得るであろうというのを想定していたと思うんです

ね。

そこで、さっきお話があったような、いろんな国の政策だとかなんとかというのをどこ

まで出していけばいいのかというのは、私自身大変難しい問題だと思ってわかりにくいな

と思うんですが、国の在庫のところも、最初は回転していくという方針のもとで始めたに

もかかわらず、やっぱり売り浴びせられなかったということで、売れなかったというのが

あるわけですよね。

今回 145ページの備蓄運営の基本方針のところで、これまでの反省を踏まえてそれは変

えていきましょうという話で、入札によって売っていくという、これはぜひこういう方向

でいかないと、いつまでも在庫の問題は解決しないと思っているんですけれども、この時

ももしかしたら、どこまで市場経済、どこまで国がコントロールというところで、じゃあ

売ってくれるなという圧力がかかって、同じような事態が生じる恐れはないのかどうか、

その辺はきちっと踏まえた上でのこういった方針になっているのかどうかというのは、ち

ょっとお伺いできればと思います。

○今城計画課長 まさにおっしゃられたとおり、今までのいろんなことの反省を込めまし

て、基本的な新たな制度のもとでは、こういう方針をやっていきたいということでござい

ます。

今、圧力がというお話もございましたが、今は逼迫ぎみの時でございますけども、要す

るに過剰ぎみになった時の制度というのは、先ほど山田委員から調整保管の話がありまし
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たが、調整保管ではなくて、今回は過剰米を区分出荷していただいて、主食用の需給から

は外して、そこで保管をし、それが主食用以外の用途に売れなかった場合は、今度立ち上

げます米穀安定供給確保支援機構に質流れをするという制度をつくっておりまして、そう

いうところで民間流通の過剰は吸収しようということになっております。

したがいまして、政府の備蓄運営につきましては、もちろん 100万ｔ適正在庫を浮きの

ような存在で、そこを目がけて運営をするという、基本的には半分ずつを回転で操作して

いくということでございますので、当然不足ぎみの時にはそれが若干へこみますけど、ま

たそれを戻すような運営にする。過剰ぎみの時は若干上回るかもしれないけど、そこをう

まく調整していくことになります。

したがって、民間流通のところではそういう過剰米をわきに、ちょっと主食用とは違う

用途で置いておくという制度の中で、この政府米は適切な需給操作という観点から運営し

ていくことになるということでございます。備蓄のところだけ書いてあるのでちょっとわ

かりにくいかもしれませんけども、そういう運営方針になるわけでございます。

○八木部会長 大泉委員、どうぞ。

○大泉委員 おっしゃることはよくわかります。それで、過剰の時の対応ということが、

今回は非常にうまくいきそうだというのは、私もそうだろうなと思うんですが、ただ、今

回の米政策改革大綱全体を見通した場合、果たして市場原理を一本入れていって、それに

伴うさまざまな不都合を精査して、可能性をすべてリストアップして、それに対する対応

として何が必要かということを政策として準備しているというふうには、なかなか思えな

いところもあります。

とりわけ先ほどの投機に対する対応ですね。それから経営安定対策だとか、個々の農家

への価格変動、特に下落基調の時にどういうふうに対応するのかといった問題やら、ある

いは将来ＷＴＯで上限関税になった場合に、米の価格が下がった時への対応やら、さまざ

まな懸念材料があるんだろうと思います。

ですからこれは引き続きその辺は、今おっしゃったような方向で検討していただきたい

と思います。

以上です。

○八木部会長 先ほど委員の方から出されました米の消費の実態については、いろいろ資

料で整理されてはいるんですけど、何かやっぱり１枚の絵なんかで、一般の人にもわかり

やすいような資料づくりみたいなのを、次年度から工夫をしていただければと思います。
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それからあと調整保管の検証、あるいは備蓄運用についてもこれからの課題になるんだ

ろうと思うんですけれども、そのあたりもよろしくお願いしたいと思います。

私自身も米の価格上昇については大変心配しておりまして、最終的にはどなたが負担す

ることになるのかという、その辺が大変心配でございますけども、この点についてはきめ

の細かな政策対応をお願いしたいと思います。

議題（１）につきましては、おおむね皆様方の御意見をいただきましたので、事務局に

おいては皆様の御意見を反映して 動向編 国の方針編 の策定をお願いしたいと思い、「 」、「 」

ます。

ということで、よろしゅうございますでしょうか。

どうぞ。

○こもだ委員 先ほど岩田委員も何か圧力があってみたいなお話がありましたし、課長さ

んのお話の中にも、方向性に向けていこうとするのに、そうでない力が働いてという言葉

が何度か出たんですが、今後もそうでない力が働く可能性があるんでしょうか。

要は私、ちょっとよくわからないので伺いたいんですか。

○今城計画課長 事務局としてというか、非常に難しいお答えになるのでございますが、

私どもの方針といたしましては、こういう方針を貫きたいと思っております。

しかしながら、私どもはそう思っておるんでございますが、今までのこともいろいろ考

えますと、 100％どうかという話になるとなかなか予測が難しいんですが、これは国の方

針として出すわけでございますので、これが基本方針であるという方針は曲げないという

方針の決意だというふうにお受けとめいただければ結構かと思います。

○八木部会長 山田委員、どうぞ。

○山田委員 そういう議論になりますと、ちょっと引っかかるところがあります。私も先

ほど課長の説明が適切かどうかということに気づきましたが、触れなかったわけでありま

す。今、こもださんからありましたように、どこか変な圧力があって、その圧力は何だな

んていう議論に発展するような資料の説明なり、論理の展開は間違っていると思います。

それはちゃんと政策判断したといいますか、食糧法の運営をそういう形で行ったわけで

、 、 。ありまして それをだれかの圧力でそうしたというたぐいの話では 決してないわけです

それはどういうことなのかということを申し上げるために、さっき見た資料を一生懸命探

しているんですが、自主流通米価格の動向は何ページですか、このことだけは一回、ちゃ

んと知っておいてもらった方がいいと思うんですよ。
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価格はどこだったですか。

○今城計画課長 61ページ。

○山田委員 そうですね、61ページにありますよね。自主流通米の年産別価格がこういう

ふうにありまして、要は御案内のとおり平成５年産は大不作でありましてそういう水準だ

。 、 、ったわけです 平成６年に転作も緩和しまして さらに大幅な豊作で値段が下がりまして

以降その在庫を抱えたままここまで値段が下がっているんです。こういう下がり方です。

こういう下がり方の中で政府在庫を抱えているからといって、政府は、米を売ることが

。 、 。できますか それじゃ だれが何に対して責任を持っているのかという話になるわけです

ですから政府は、こういう状況でちゃんと御判断されたわけでありまして、圧力でも何で

もないということを申し上げておきます。

、 、 。○今城計画課長 おっしゃるとおりでございまして 私の説明 大変悪かったと思います

そういうような状況を踏まえ、私どもが判断したという説明でございますので、訂正させ

ていただきます。申しわけございませんでした。

○八木部会長 この食糧部会も、今度の食糧法の改正で第三者機関的な役割という位置づ

けがございます。そういう意味では、大いに委員の中で議論を活発にして、いろいろな動

きについて情報交換なり、意見具申なりをするということではないかと思います。

次長。

○伊藤総合食料局次長 今の点で、改めて申すこともありませんけれども、この食糧部会

が非常に忌憚のない意見をいただくようになってきたと思っております。

説明も若干口がすべり過ぎたような感じもありますけども、米というのは農業生産の中

でも大変大きなウエートを持っていますので、その政策を決めるというのはいろんな関係

者の方がいますので、その時々の状況に応じて議論して、当然審議会の御議論もいただき

ますし、その他の関係者の方の御議論もいただいて決めてきているという過程がございま

すので、それをどう表現するかということになるわけですが、必ずしも純粋、理想型だけ

ではいかないということももちろんありますので、その結果の積み重ねだと思っておりま

す。できるだけ初心を貫きながらやっていきたいと思っております。

○八木部会長 どうぞ。

○峰島委員 生産者の立場で、一言手短に申し上げます。今まで、価格安定のために生産

調整をしてきたんです。それで今、不作であった時に、政府が機能してお米の値段を安定

してくれるということを私たちは期待していたんですが、今のお米の値上がり状況は、私
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、 、たち生産者からしても先行きが非常に不安でありますし また消費者の立場としましても

お米の消費拡大はならなくなるということを、本当に政府が備蓄米をいかにうまく利用し

て生産と価格の安定というところで機能していただかないと、今までやってきた価値が何

もないんじゃないか、一言言わせていただきます。

○八木部会長 ありがとうございました。

（２）米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針「需給見通し編」

及び都道府県別生産目標数量の設定の考え方

○八木部会長 それでは引き続き 「 需給見通し編」及び都道府県別生産目標数量の設定、「

の考え方」の方に議事を進めてまいりたいと思います。よろしいでしょうか。

それでは、資料の説明を事務局の方からお願いします。

○今城計画課長 引き続き御説明をさせていただきます。

資料１の 126ページの後ろの方から、第２需給見通し編というところで、まず基本的な

御説明をさせていただきたいと思います。

129ページの全国ベースの需要見通しにつきましては、実は夏の段階で一度見通しにつ

きまして御議論賜って、その手法を決めさせていただきました。それに基づいて、在庫が

本年６月末の確定値が出たところで、補正をしましたという御説明を10月20日の審議会で

させていただきました。

それに基づきまして 夏に御議論賜った時の15年産米需要見通し その時は869だったん、 、

ですが それが 870万ｔに修正するということで 130ページで見え消しを書いております、 、

が、そういうような需要見通しにさせていただきますということまでは、前回の時に御説

明させていただきましたので省略をさせていただきます。

その後、生産量が10月15日現在で、最終ではございませんけども、これで需給表をつく

ることになっておりますので決まりました その数量を踏まえまして 131ページでござい。 、

ますが、15年産米に係る需給見通しということで、まず新しい在庫を６月末で見るという

ことから、７月から６月ということで、15年産米に係る主食用等の需給見通しをやってみ

たというのが131ページでございます 平成16年６月末在庫は右の表でございますが 今年。 、

６月末在庫、全体の需給で269万ｔの在庫量でございます。

続きまして15年産米生産量につきましては 作況指数90ということで 778万ｔの収穫量、 、
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でございますが そこから15万ｔの加工用米見込量 マイナスしまして763万ｔが主食用の、 、

生産量となります。

その供給量を合計しますと1,023万ｔ 需要量の方が 870万ｔでございますので ６月末、 、

在庫量は162万ｔということで見通しをつくっております。

この見通しは、当面需給のショートは生じないということで御認識を賜ればということ

でございます。

６月末の在庫で見るということで、本当は７月から６月ということも基本に考えていか

なければならないのですが 133ページをごらんいただきたいと思います そこで全国の生、 。

産目標数量について、どう決めていくか。要するに、需給上をにらみながら、来年16年産

の生産量をどういうふうに設定していくかという議論になるわけでございますが、この夏

の時も申し上げたんですが、６月末在庫量が政府プラス民間でどれぐらいあればいいのか

というところが、なかなか私どもはまだ知見の蓄積ができておりません。今までずうっと

11月から10月の米穀年度でやってまいりました。

そこで、その経験及び材料を蓄積していかないと、７月から６月で生産目標数量を決め

ていくということはなかなか難しいということでございますので、今年の16年産米の生産

目標数量の決定に当たりましては、11月から10月ということで、10月末の持越量をどうい

うふうにしていくかということで考えていってはどうかということでございます。

、 。 。その際 まず右側の表で御説明いたします 15ＲＹというのが一番上の欄でございます

ＲＹというのはライス・イヤー、米穀年度、11月から10月でございます。

15年10月末持越在庫量でございますが、そこのところに 144という数字がございます。

これは「動向編」のところでも御説明しましたが、政府がうち右側にあります 131、それ

から自主流通等が13ということで 144でございます。

ここのところの上に、流通在庫の増加等というところに48と書いております。これはど

ういうことかと申しますと、この夏に見通した時の10月末在庫を、私どもは 192万ｔと見

通しておりました。その時から比べまして、販売は進んでおります。それから、新米の出

回りの遅れがございましたので、それを埋めるための在庫量の販売量の増加というものも

ございます。

そういうものは、後ろに11月以降に供給量として留保されて出てまいります。その部分

を幾らかということをかんがみた場合、先ほど消費の状況も御説明しましたが、増えては

いないという数字になっておりますので、そこは６月末のところの数字というものを、 1
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92が本当はあり得べし数字なんだろうということで、 192から引いて48は流通段階での在

庫になったり、新米の出回りの遅れの部分を埋めた数量ということで、48と置かせていた

だいております。

したがいましてそういたしますと、その在庫プラス流通在庫等の増加が16米穀年度、下

の16ＲＹの供給のところに出てくるというふうに、Ｈのところで同じ数字の48を置いてい

るということでございます。

したがいまして、15年産米の生産量 763万ｔ、それと48万ｔを加えて供給量の計が 955

となるわけでございます。

需要量は先ほど申し上げましたとおり 870という見通しでございますので、差し引き来

年10月末の持越在庫量は85万ｔという数字になるわけでございます。ここまでは16年産の

生産量とは関係のない話でございまして、そういう見通しになるだろうということでござ

います。

それではそういう状況のもとに、16ＲＹの需要量と17ＲＹの需要量のところは、この夏

に皆さんにお諮りしていただいて、13万ｔ減になるということでお話をさせていただいて

おります。したがいまして、 870から 857に需要量が減るというところは、ある意味でフ

ィックスしておるわけでございます。

そういう中で、じゃあ16年産米の生産量を幾らにして17年10月末の在庫量を幾らにする

かというところが、ここで決めなければいけない事項となるわけでございます。

そこでございますが、16年産米の生産目標数量につきましては、16年10月までの持越在

庫量が85万ｔということで、 100万ｔの適正在庫よりは若干下回っておるわけでございま

すけれども、需要に応じた生産という観点も踏まえまして、大体需要量が 857万ｔぐらい

になるであろうということであれば、それを目がけて16年産米の生産量も設定してはどう

かということでございます。

したがいまして、たまたまこの16年産米生産量と需要量が 857ということで同じという

こともありますし、そういうことで需要に応じた生産ということで、 857万ｔを目がけて

生産するということで案をつくらさせていただいております。

なお、17米穀年度で10月末、きっちり 100万ｔに近づけるべきではないかという御意見

、 、 、 、もあるかと思いますけれども そうした場合 一度また生産調整規模を ある意味緩めて

このままですと需要量が次の年にはさらに13万ｔ減るという見通しになりますので、そう

するとまた差し引きを考えますと、かなり生産調整規模は大きくしなければいけないとい
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うことが出てきまして、そういう操作は非常に難しいというのが、平成５年、６年のあた

りで、私ども実は経験しております。

そういうことも踏まえまして、需要に応じた生産という観点から、需要量を目がけた生

産目標数量を設定し 17年10月末在庫量は100万ｔよりは下回ってはおりますけども おお、 、

むね支障のない水準ということで、85万ｔというふうに設定していただいてはどうかとい

うことでございます。

なお、先ほど在庫の話も出ましたが （３）で政府米の今年の10月末の131万ｔのうち、、

８、９年産米はかなり数字がございます。その部分について、品質劣化等により主食用と

して販売することが適当でないと判断される米があるだろうということはございます。そ

の分につきましては、政府備蓄米に対する消費者の不安感の解消という観点もございます

ので 政府が131万ｔ持っておる外に これも政府米には変わりないんですが 国産米とし、 、 、

て食糧援助用備蓄を持っております。そこの備蓄と一定程度の数量の差しかえを行った上

で、在庫に響かないようにしまして、８、９年産の主食用の販売に適さないものについて

は、主食用以外の用途（飼料用等）で処理するということで、ある意味、在庫をいいもの

にしてやればいいのではないかということでございます。

したがって、ここの85の数字には響かないような政府米の中での操作をやっていきたい

というのが、この案でございます。

16年産米の生産目標数量を857万ｔ、これは実は15年産の生産目標数量が854万ｔでござ

いますが、そこから若干単収増分がございますので増規模の、今までで言う生産調整規模

で言えば106万ha相当となるわけでございます。

しかしながら そこの106万という数字は 新しい制度のもとでは生産目標数量に変えて、 、

いくということでございますので 国の基本指針では数量の857万ｔということでお示しし、

ていくこととしているわけでございます。

以上が、16年産米の生産目標数量でございます。

続きまして134ページ以下につきましては 都道府県産米の生産目標数量の設定の仕方と、

いう基本的な考え方について記述をさせていただいております。

前回もいろいろ御議論賜りました、都道府県産米の需要見通しの策定の考え方でござい

ます。ここのところで、①案から④案まででどうかということを提案をさせていただいて

おったわけでございます。

しかしながら 前回もちょっと御説明しましたが 135ページで イ で書いております、 、 （ ）
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とおり、都道府県ヒアリングをまず実施し、９月から10月にかけて全都道府県実施しまし

た。そういうことで出された意見。

それから①案～④案の評価ということで、それぞれどれをとっても大きくばらつきが生

ずることになります。したがいまして、この４案のいずれかをどれかということで、その

まま用いるということはちょっと難しいのかなという感じになっておるわけでございま

す。

そこで、資料３に移って御説明を続けさせていただきます。まず、１の（１）でござい

。 、ます 16年産の都道府県産米の需要見通し及び生産目標数量の算出に用いておりますのは

11～14年産米の各県ごとの販売の実績でございます。これは前回お見せしたとおり、各年

産ですごく単純にとりますと、これは在庫のとり方に限界があるとかいろいろな原因がご

ざいますが、振れが物すごく大きいことがございました。

、 、 。 、したがってこのことについて 各都道府県ごとに豊作 不作の年があります 要するに

全国段階の数字とは別に、各都道府県の振れが豊作、不作で生ずることもありますので、

需要実績をとる場合には、そのような作柄変動による販売数量への影響を考慮すべきでは

ないかということがございます。

また、あくまでも米の需給及び価格の安定を図ることは大事でございます。そういうこ

とで、全国の稲作生産者の方々に生産調整に取り組んでいただいております。

その中で、どうしても達成県と未達成県がございますので、それをそのままの数字を使

いますと、未達成県のある意味では売り勝ちといいますか、達成県で頑張った余地で未達

成県がそこに入っているという議論がどうしても出てまいります。それがどうしても需要

実績に与えたであろう影響というものを考慮すべきである。

こういうことは今申し上げたとおり、都道府県ヒアリングにおきましても、そういうも

のは客観的事項として考慮すべきであるという御意見が非常に強うございました。

そういうような状況を踏まえまして、今御説明申し上げました①案～④案ございます。

ここのところにつきまして、それぞれやはり一長一短あるということでございます。

まず （２）のアにございます①案は、トレンド（回帰方式 、要するに11年産から14年、 ）

産の需要実績を単回帰をとって、それでトレンドをとるということでございますが、どう

してもこの４点しかない式での単回帰は、データ数が限られておるとちょっとの変更で傾

きが変わってしまいますので、これは非常にとりにくいということがございます。

それから②案の、２年移動平均の平均減少量につきましても、データ数が11年から14年
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ということで非常に少ない。全国の場合はこの方式をとったんですが、全国の場合は平成

３年までさかのぼって、とる数字をたくさんにしましたので精度が上がったんですが、こ

の方式ができないということでございます。

また、④案につきましては、在庫量の把握が必ずしも十分ではない中で算出される単年

度の需要量のみを反映させることになりますので、これも非常に上下が大きくなるという

欠点がございます。

そういうことの中で、比較的③案。③案も欠点はございます。直近３年間の単純平均で

ございますので、例えば12、13、14と徐々に需要が減っているところについては、順々に

減っていれば13に近い数字になってしまう。トレンドが出ないという欠点はあるのでござ

いますけれども、平準化できるというようなこと。それから、生産現場での水田営農の安

定性、継続性の観点。それから前回、加倉井委員からもございましたけれども、わかりや

すいというようなこともございますので、一定の評価はいただけるかなと。

ただ、トレンドがとりにくいという欠点をどうするかというところで、私どもここに修

正を加えてはどうかということでございます。

２ページをおめくりください。今のところにつきましては、したがって（３）にござい

ますが、③案をベースに１年ごとに販売実績が上下に振れているということ。

それから、各都道府県における売れる米づくりや販売努力について、なるべく直近の取

り組みが反映できるようにすべきではないかという改善として、３年平均を直近の２年を

とるということでいかがかということを、２ページの四角囲いの上のところで提案をさせ

ていただいております。直近２年の単純平均をベースにやっていくということでどうかと

いうことでございます。

この四角囲いのところで続けて御説明をさせていただきますが、その際には、需要実績

を各都道府県別の豊作、不作、その数字が豊作の場合には生産量がその分たくさん出てい

ますので、その分を減らして販売実績をとる、不作の場合にはちょっと増やしてとるとい

う修正を加える。

さらに、各県ごとの生産調整の達成分、未達成分、その達成面積、未達成面積に平年単

収を乗じまして、その部分の修正を各県ごとに加えるということをとりまして、需要実績

ということの基本的な数字にさせていただきたいということでございます。

したがって、直近２年平均で需要実績をとって、それを県別のウエートで見て需要予測

という形にさせていただきます。
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しかしながら、これを実際に適用する際に当たりまして、生産調整の世界と申しますの

は、昭和44年から30年間いろんな事情を積み重ねてきた経緯がございます。その時々に応

じて生産調整の配分は、自主流通米比率ですとか、それから水田の依存度というものをと

りながらずうっと積み重ねてきたものがございますので、いきなりこの２年平均だけで全

部やりますということにしますと、なかなか現場の方がついていきづらいということもご

ざいます。

、 、したがいましてそういうことを勘案しまして 昨年の15年産米の生産数量ガイドライン

昨年の15年産米につきましては、本当はネガ面積、要するに生産調整面積で配分しており

ますけれども、参考値としまして、米がそれでどれだけになるかというガイドラインを配

っております。その数字というものも、やはりある程度重きを置いて勘案しないと、これ

はなかなか現場の方で対応ができないということがございます。

それからもう一つ、②でございますが、これは技術的に非常に難しいんですが、各県で

今まで30年間積み重ねられてまいりました生産調整につきまして、転作率がございます。

この転作率というのは、高いところは６割を超えていたり、５割になっていたりするとこ

ろも一部ございます。低いところでは20数％というのがございます。

この転作率の格差をそのままにして、新しい制度にぴょんと飛び移れということにつき

ましては、都道府県ヒアリングをやった際にも非常に異論が出たところでございます。

確かにそういう実態面もありますし、制度的な面も申し上げると、実は15年産米までは

転作率の低い県、要するに水田をたくさんつくっている県から、水田面積当たりに一定程

、 、 、 、度の拠出をいただいて それに更に国が半分助成しまして それをプールして 生産調整

要するに転作率の高いところにそれを戻すというとも補償という制度をやっています。

これにつきましては、新制度に移る16年産米からはやめることになっております。そう

いう事情もございますので、転作率について一定程度平準化するような要素も、少しは見

てくださいという意見が非常に強うございました。

したがって、整理して申し上げますと、直近２年間の需要実績をもとに単純平均する。

その場合は、豊作・不作・生産調整の達成・未達成の補正を加えたものを基本に据えて、

それから①の生産数量ガイドライン、それから②の転作率の平準化という要素も一部勘案

しまして、それを大体半分の５割、①の要素を４割、それから②の要素を１割ということ

で勘案をさせていただいて、それで県別の生産目標数量を算定するということでいかがか

ということでございます。
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したがって、米改革大綱の基本でございます、需要に応じた生産を基礎にしてというと

ころでございますので、そこは基本の５割を原則だと。その原則のもとに、①と②をそれ

ぞれ４、１ということで勘案するというのでいかがかということでございます。

そこまでが算定の考え方なんですが、さらに先ほど来出ております今年の不作につきま

して もちろん全国で100を上回っているところはないんでございますけれども 著しく作、 、

柄が低いところが偏っております。作況が80を下回っているのは、先ほど御説明しました

とおりに北の方に偏っております。

こういうところに、今申し上げました５対４対１の算定でやって、残念ながらそこが減

少になる場合、机の上で計算すると減少になりますので減少させてくださいというのは、

転作の実施というのは市町村の方々、現場のＪＡの方々が農家に出向いてお願いしている

ような進め方になっておりますので、作況指数50というところに行って、こういう計算に

なりましたのでちょっと減らしてくださいということは、転作の推進上非常に難しいとい

う問題もございます。

したがいまして、先ほど申し上げた５対４対１のところで算定した上で、そういう著し

い冷害を受けた道県につきましては、そこの冷害による減収分の一定数量を補正するとい

うことを中心とした、所要の調整をさせていただくということをしないと、生産調整の推

進上、画餅に帰してしまうというところがございます。

したがいまして、そういうことを最後に配慮を加えまして、16年産米の県別の生産目標

数量は算定をさせていただきたいというのが案でございます。

なお、四角囲いの最後に書いてございますが、以上のようなお話はある意味制度の変わ

り目、15年産から16年産に変わる変わり目ということも勘案したお話でございますので、

17年産米からは客観的な需要予測を基礎に、需要に応じた生産を促進する手法によって算

定するというようなことをしっかり、来年のこととしてはっきり打ち出していきたいとい

うことでございます。

こういうことで、新しい生産調整の仕組みの中では、私ども役所と生産者、生産者団体

が一体となって、むしろ自主的、主体的に生産者団体に移行していく過程の中身でござい

ますので、こういう中身について、私ども、生産者団体の方といろいろ協議をして、こう

いう案でいかがかという案を取りまとめさせていただいて、お諮りをさせていただいたと

いうということでございます。

先ほどの基本指針の本文の方は、今、この資料３で御説明したことを、基本的にそのま
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ま基本指針の方に書かせていただいておりますので、説明は省略をさせていただきます。

以上でございます。

○八木部会長 ただいま説明のありました 需給見通し編 及び都道府県別生産目標数量、「 」

の設定の考え方につきまして、御質問、御意見をいただきたいと思います。

今井委員、どうぞ。

○今井委員 その前にちょっと確認したいんですけども、11月25日の農業新聞に書いてあ

った記事なんですが、この冷害で全反面積が2004年、2005年、2006年の生産調整面積が 1

10万、 110万、 112万の予定が、 106万、 106万、 112万haに変わったということが書い

てあるんですが、今の御説明からいくと、16年に限ってそういう政策がなされるというふ

うに理解したんですが、この記事と今の説明の違いは、今の説明でいいということで確認

させていただきたいんですが。

○今城計画課長 一部でそういう報道があったことは承知しております。

ここで御議論賜るのは、あくまでも16年産の生産目標数量でございます。その先の話も

当然念頭には置かなければならないのでございますけれども、この場で御審議賜っており

ますのは、16年産の生産目標数量でございますので、その先の話はこの中には出てきてい

ないというふうに御理解いただければ結構かと思います。

○八木部会長 加倉井委員、どうぞ。

○加倉井委員 資料３の２ページの括弧の囲いの中で、趣旨としてはこんなものじゃない

かと思うのですが、これを下へおろした時に、もし都道府県がノーと言ったらどういうこ

とになるんだと。

これはどういうことを考えているかというと、北海道なんかが多分、大きく増産するこ

とにならないかと。平準化というと、例えばあそこは５割以上やってますわな。そうする

と、もっとつくるみたいにならないか。わかりませんよ。とにかく、都道府県の意向をど

の程度しんしゃくするかというか参酌するかという話なんです。

、 、もし仮に北海道がつくったとしたら 17年度からは需要に応じてということになるから

北海道は多分売れ残るでしょうね。そうすると需要に応じてだから、がくんと減りますわ

な。そういうことは一体どう考えているのか。

ついでに言いますと、私の言っているのは、都道府県が意向を示したら、それはその都

道府県がある程度責任を持たなきゃならない。国がすべて責任を持つというのは、計画経

済の社会でありますけど、そうじゃなくて、やっぱり地方の主権を尊重して、都道府県の
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意向はなるべくですが、入れる方向ではないんだろうかということから来た質問です。

○今城計画課長 ただいまの御質問でございますが、御説明の中でも少し申し上げました

とおり、私ども９月24日から10月９日までの間、47都道府県すべての県にお越しをいただ

きまして、それでヒアリングを行っております。

そこで前回資料を御提出させていただきましたが、さまざまな御意見をいただいており

ます。そのさまざまな御意見をその県ごとに全部お伺いしていると、ルールがつくれなく

なってしまうという問題がございます。したがいまして、そういうヒアリングを聞いた上

で、ここの県はこういうことが御心配なんだな、ここの県はこういうことが御心配なんだ

なというのは十分受けとめておるつもりでございます。

その上で、それを全部満足させるというのは、要するに答えが出ないことになってしま

いますのでそれは難しいんですが、言われている問題点、御要望については、最大限受け

とめさせていただいて、算定方式を考えたということでございます。

もし、地方分権の時代に地方が拒否したらどうかということでございますが、そこの点

につきましては、生産目標数量の配分の新たな制度の中で、需要に応じた生産に基づく助

。 、 、成制度が仕組まれております そこのところに この目標数量の設定がおりていかないと

いろんな助成制度が発動されないことになってしまうわけでございまして、それでも構わ

ないというところはあるかもしれませんけど、多分ないと思うんですね。

、 、だからそういう観点から こういう生産目標数量については適切に受け取っていただき

配分を行っていただけるんじゃないのかなというふうに、私どもは考えております。

○八木部会長 奥村委員、どうぞ。

○奥村委員 私もこれ、来年からの新しい制度に移行する初年度ですもので、それと不作

という想定しなかった状況が発生したということで、全体の総需要量も来年の生産数量も

いたし方ないのかなと思います。

それから、各県の配分についても、基本的には需要動向を的確に踏まえた生産数量配分

をきちっと今度の改革に明記してあるわけですから、やらなきゃいけないんだと思ってい

ます。

ようやく現場の方も勝負しようとか、いろいろありますが、そういう時代になるのかな

と、半年、１年かけて認識が芽生えつつあるところに、もう一回がらがらぽんにしてしま

うと、改革はまた遅れるんじゃないかと思います。初年度でありますのでおおむねこれで

いいのかなと思いますが、ただ将来的にちょっと不安があります。
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全体の総需要予測で、例えば今、転作面積が 106万に据え置くということですけども、

現場はどうも 106、 106、 112というのは、 112の時に物すごく混乱を起こすんじゃない

かなと思っています。だけど農家は米をつくりたいんでしょうけど、13万ｔぐらいのベー

スを来年から上乗せしておけばなという個人的な考えですが、これも諸般の事情、各県の

いろんな事情があっていたし方ないかと思いますが、例えば13万ｔを２万数千haぐらいは

やっておけばいいのかなみたいなことを思っています。これも今度の提案に反対するとい

うことでないんですが、それを心配しております。

各県の配分については、今日の審議は16年のことでありますけど、将来的に、私はやっ

、 、ぱり直近１カ年の需要動向によってきちっと配分するという方向を目指すというのが 16

17、18年のあり方だと思っています。そういうことを視野に入れた16年度の生産調整、各

県の数量配分にしていかないと意味はないのかなと思っております。

○八木部会長 今井委員。

○今井委員 全く生産者としては、今、奥村委員おっしゃったとおりなんですね。５対４

対１となると思うんですけども、これでいくと転作が今ほど説明あったように、30年来や

ってきた積み重ねを考えた時に、何でここで転作率の平準化なのかなというのがすごく疑

問なんです。

これを皆さんの御意見を聞きたいんですけど、特に生産者としての奥村さんなりの御意

見。今までやってきたことを是正することになるわけですから、その辺のところをぜひ生

産者の意見を聞いて、皆さんの意見もお聞かせいただければと思うんですけど。

○八木部会長 奥村さん。

○奥村委員 平準化というのは、いろいろ各県、特に従来の転作の配分の高いところは心

情的な思いがあるんでしょうけど。なかなか担当責任者として説明がつかないみたいなと

ころから出てきておるんでしょうけど、これはやっぱり30数年間やってきて、配分のあり

方もいろいろ議論をした経緯がこういう傾斜配分になったわけでして、決してやみくもに

押しつけた数字じゃないと思います。その都度いろいろ議論をして今日の配分になった経

緯があるわけでして、それはそれで理由があるんですから。

それを平準化しなきゃ受けられないということでは、やる気のある農家を育てようとい

う時代、今度の改革はそれだと思います。それに本当に逆行するようなことで、基本的に

はそれをすっきりと受け入れられないんですが、とりあえず来年度という、それから17年

度はちょっと違うぞということをきちっと明記した16年度の配分であれば、いたし方ない
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かなということです。

17年も18年ということになると、到底我々としても受け入れられないとか、やる気がな

くなるとか、やる気を起こそうとする人は、この制度に入っていけないという事態が発生

する懸念はしております。

○八木部会長 山田委員、どうぞ。

○山田委員 生産者からの意見を聞きたいという話でありましたので、団体として若干申

し上げます。

まず、前提に申し上げますけれど、今度決める16年の都道府県別の配分の数字、生産目

標数量、裏返して言えば転作目標面積になるわけですが、これは今後のベースになる数字

だと思っています。

今、奥村さんおっしゃったんですけれど、今後これがまた見直すとか何とかみたいな話

じゃなくて、まずベースになる数字、それを今度は需要動向を基本にして、今後はかなり

スムーズに、おのずから数字が決まっていくという仕組みにした方がいいと思っているん

です。

あと、若干私の意見がありますけど、それはまた後で言うことにして、ともかくそうい

う意味ではベースになる数字なんです。

ところが、ベースになる数字を考える時に幾つか課題があるんですね。歴史的な課題も

あるんです。平成５年から平成６年の時に、今年の状況よりももっと困難な状況だったで

すけれど、不作で米が足りなくなって、そして平成６年は大幅に生産数量をふやした。か

つ、米をつくれるところは定着しているところであっても、復田できるところは復田して

くれなんて言った経緯があるんです。要はそれほどやって、いわば米の生産をふやすとい

うことをやったんですね。

県によりましては、もともと米が過剰なんだから、１年でそういう対応をするんじゃな

くて、定着した分はきちっと定着させるということが、地域にとって将来を見据えてプラ

スのはずなんだということで、復田しなかったところもあるんです。

ところが一方の県 ないしは地域は これは復田できるからっていうんで よし 米を、 、 、「 、

つくれる」と米に切り換えたところがあった。

、 、 。結局 その経緯をそのまま引きずったところもあるわけで 手直しできなかったんです

だから、県同士とか市町村同士なんかで、同じ条件なのに転作率に格差が出たりして、そ

のことが長い間、それらの人のわだかまりになっているわけです。今回は全体を見直す、
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本当の最初のことなんだから、大幅な県間格差の是正なんていうのは到底できないんだけ

れども、これは苦労されたと思いますから私はそれでいいと思うんですが、需要を基本に

しながら、現行の目標面積も、基本的には今までを引きずった、需要を基本にした大体の

傾斜配分になっているわけですから、需要を基本にした傾斜配分を９割した上で、あとの

10％分は県間格差の転作率の是正に取り組んだということなんだろうと受けとめておりま

して、その程度はやらないとスタート台にならないのではないかということで、私は賛成

です。

○八木部会長 大泉委員、どうぞ。

○大泉委員 ルールの明確化をするということで、大分御苦労された後がありありなんで

すが、基本的には私もこの案よりほかないのかなという気がするんですけどね。

ただ、計算式がよくわからないんですよね。10％の中で平準化の比率を４だとか何か言

うけど、結果としてどういうふうになるのかなという、具体的なイメージがつかめないん

ですよ。そうすると、例えば何々県の生産目標数量はどうなのかなって。それがリアリテ

ィがあるのかどうかというのが。

僕は実際に出てきた数字を見て、これはこの県だったらこうだろうなと。それにフィッ

トするルールになっているのかどうかというのは、そこでルールの正当さが逆に検証され

るなと思っておりますから。

だからそういう意味では、この見解がどうなのかというのは、なかなかリアリティがつ

かないんですが、ただ、事務局のルールの明確化に努力して、しかも各県から出てきたさ

まざまな要望を配慮してやろうとする姿勢は評価したいと思っています。

その際に、何で５：４：１だとか、平準化をどういうふうに計算するか、いろいろある

んですけど、その際特にお伺いしておきたいのは、17年産米からは客観的な需要予測を基

礎にと書いてあるけど、これは今の状況で客観的という言葉をどういうふうにお使いにな

っているのかということを、ちょっとお伺いしたいんですよ。

17年産米は客観的になると、どこがどう違ってくるのかという、この辺をちょっとだけ

お伺いしたいんですけれども。

○今城計画課長 そこの議論は、先ほど山田委員からございましたように、16年産に当た

っては新しいスタート台なので、①から②、さらには③。③はスタートということじゃな

くて、冷害という特殊事情なんですけれども。

17年産以降につきましては、そのスタートを16年産から切るわけでございますので、そ
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の後については、やはり販売実績をもとにした数字ということをやっていきますよという

意味合いで使わさせていただいていると御理解いただきたいと思います。

○大泉委員 わかりました。

○八木部会長 よろしいですか。

どうぞ、山田委員。

○山田委員 大泉さんから意見が出ましたので、関係したところがあるものですから、私

もそこの部分について若干触れておきたいと思います。

「17年産米からは客観的な需要予測を基礎に需要に応じた生産云々」と、ここの２行に

。 、 、ついてはこれで結構です こうだと思いますからいいんですが その手法なんですけれど

今年は２年の数字をとったんだけど、本当に２年の数字でいいのかどうか。奥村さんは１

年でやるべきだという御意見もありましたが、それもあるかもしらんですけれど、基本的

にはここにあるように、４つのさっきの手法が出ているようにトレンドでみていく。とい

うのは米づくりがどんどん変わっていくみたいな話は、１年で変わるみたいな話はなかな

かないから、ほかの作物を定着させるということからしたって、やっぱり一定の時間がか

。 、 。かるわけです とすると トレンドで数字が把握できるという仕組みが必要だと思います

ないしは２年移動平均みたいなことで数字が出ていくということの方が、安定性があるん

じゃないかと思います。それが１つ目です。

それから２つ目は、とりあえず需要動向を把握する時に６月末在庫を把握されているで

しょう。この点、私ども、これは生産調整研究会の時も大分申し上げたんですが、その時

の作柄にもよりますけれど、６月末在庫をとった時に米の出荷が遅いところ、すなわち東

北とか、麦をつくっている九州とか関東とか少し遅くなる地域がある。かつ大量に米が出

るところ、圧倒的に東北、北海道なんですが、そしてかつ年間で大量に出てくるから、県

産銘柄としては年間でできるだけ売っていくというところがあるわけです。

そういう地域は、作柄にもよるけれど６月末の数字が大きくなることがある、変動する

ことが必ずある。ところが計画外で出す人や、早場米の地域はぱーんと売っちゃうから、

６月末在庫はほとんどありませんよ 「みんなおれの米売れたよ」と言えるわけです。。

そこの米の安定供給を図ろうとする時に、６月末の在庫の把握の仕方が適切かどうかと

いう部分があると思うんです。だからこの文言はいいんだけれど、客観的な需要予測を基

礎にしながら、その手法については丁寧に検討を深めてもらいたいと思います。

○八木部会長 計画課長。
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○今城計画課長 山田委員のお話でございます。技術的な話になるんですが、おっしゃる

とおり６月末の取り方のところ、今年の６月末から在庫のとり方を、去年まではいわゆる

自主流通米だけであり、卸さんの方の在庫も加味するところが非常にカバーする範囲が広

くないという狭い中でやっておりましたので、こういうやり方をとっていく際に、やはり

在庫量の数字が基礎になりますので、そこをカバーする範囲は、精度を高めるために広げ

るということを既にやっております。

さらに、今おっしゃった計画外という話もありますので、そこの部分も含めて、どうや

ってカバーを広げていくかということについてやっていきたいということは、当然改善点

としてやっていかないと、これを基礎にやっていくということである以上、そこの精度を

高めるということについては、技術的に私ども、農政事務所の方になるんですけども、取

り組んでいきたいということでございます。

また、在庫というと、集荷団体の方の在庫だけのようにとられるかもしれません。売り

急ぎとかそういう話になりますと、当然相手方の方にその瞬間に移ってしまうということ

もございますので、そこの相手方の卸の在庫も加味しながら、６月末の精度を高めていき

たいと考えております。

○伊藤総合食料局次長 今回のずっと御議論いただいたように、初年度ということで問題

といいますか、難しい点がいっぱいあったかと思うんですが。

まず、山田委員からも御指摘があったように、必ずしも全部完璧に使えるデータがない

という問題とか、あるいは御議論あったように、どのように客観的にそれを需要として把

握するかという手法も、いろんな議論があり得るということもありました。

そういう技術的な問題、それからスタートの初年度であると。激変は現場が非常に混乱

するんじゃないかという事情とか、あるいはたまたま初年度が不作の時にスタートすると

いう特殊事情がありまして、いろいろ御議論も踏まえながら考え抜いたのが、今回こうい

う形で提案させてもらっているわけです。

今、山田委員から御指摘あったように、来年は基本に戻ってやるということが基本的な

考え方でございますけれども、手法についても当然改善すべきことがあれば改善を重ねな

がらやっていくということは当然だと思っております。

○八木部会長 竹内委員、どうぞ。

○竹内委員 私、結論的には非常に多く検討してあって、確かに具体的な数字がないとピ

ンとこないというのはそのとおりなんですが、この場は基本的な考え方を整理していただ
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くということで、その背景に現場との実態とか、いろんな出ている諸事情とのフィージビ

リティーチェックは必要なんですが、それを目指すのは自主生産調整ですし、それに政府

がヘルプしているという意味の共同作業を目指していますから、お二方がよく見ていただ

けばいいし、そうしていただいているのではないかと思っています。

そういう意味でちょっとピンとこない。各論がないとちょっとイメージがわからないと

、 。いうのは私も同感に思いますが それはそういうことでいいのではないかと思っています

全体としては改革に向けて、半歩か一歩か前進であるという評価が、現段階では私はで

きると思います。

ただし、前に申し上げましたように、理論的にはちょっとよくわからないところが確か

にあるんですね。需要の見通しというのは長期に決まっているわけですよね。単年度の変

動が需要の見通しのベースになるということはないわけです。したがって、全体の米管理

は13万ｔぐらいだろうと、数字は別として、これは長期のものですね。それはこれでいい

と。

問題は、県別配分ですね。県別配分はこの技法は、生産量じゃなくて売れた量なんです

ね。したがって、生産量から在庫を加減したものということは、これは需要じゃなくて、

理論的には売れた量なんですね。

じゃあ、ほかに指標があるかと。確かにマクロでの需要見通しはできますが、個別の普

通の商品でも、スイカの総需要見通しはできますが、その中の個々のスイカの種類による

と、これは自由経済であれば現に売れた量が全部出てきますから。しかし、生産調整をし

ている以上は、完全自由経済じゃないですね。したがって、品種別あるいは県別の需要見

通しというのは、非常に理論的な根拠を見つけるのが難しいんですね。したがって、この

指標で代替的にやむを得ない。

ですから今、山田さんがおっしゃったように、これが本当に正しいのか、フィージビリ

ティーがあるのかどうかは、引き続き研究をしていく必要があるということになると思い

ます。

、 、 、そういう意味では 需要というのは価格と品質によるわけですから 品質と価格の間に

だれが考えてもギャップがあるような価格設定条件というのは、その前提条件として合わ

せなきゃいけない。

ですから、私は前に申し上げましたように、ほとんど政府管理は、麦でもそうですが、

ここでもほんの一部ではありますけれども、銘柄間格差の問題は、市場の動向に合わせた
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価格でもって定置しなければ、個別の需要見通しができるわけがないという条件整備は、

ぜひ引き続きやっていっていただきたい。

それから、さっきお話に出ましたような、繰り返しになりますけども、８・９年産の問

題は実際よくわかりました。こういう処理以外にないと思います。ただし、この処理によ

って1000億の税金を使うわけです。もちろん単年度じゃありません、長い間かけて。

そういうようなことも考えると、やっぱり在庫管理あるいは備蓄。備蓄運営研究会でマ

クロのルールというのは、非常にきちっとつくっていただいたと思います。ですから進ん

できている。

しかし各論になると、やっぱり備蓄なりそれを回転在庫の指標でやるという目的ははっ

きりしておるわけですから。つまり、今やほとんど市場競争力がないような状態。という

のは、在庫管理、あるいは備蓄の趣旨から言うと全然外れちゃっているわけですね。

ですから、そういうことに結果的になったということは、関係者全員がこれからそうあ

っちゃまずいなということになりますから、したがって在庫管理の各論の考え方、プリン

シプルというのをぜひ遠からず整理していただいて、できれば私の希望としては、この場

でも改めて各論の考え方を御紹介いただければありがたいと思っております。

全体としては、最初に申し上げましたような評価ができるかなというふうに。

○八木部会長 藤尾委員。

、 、○藤尾委員 さっき価格的なことは出ましたけど ２万5,000円平均の価格になりますと

我々西日本中心に もうお世話になりません 自由につくらせてください という数字が、「 。 」

相当出てくると思うんですね。その辺のことについて、今 106万ha等の数字と、お世話に

なりませんいう数の辺の差を読んでいらっしゃるかどうかということ。

非常に難しいですけど、生産者の先取りということが今年もあると。来年はもっと出て

くると。再来年になるともっと出てくるということもありますので、非常に数字的に難し

いと思いますけど、この辺は注意する必要があるんやないかと思います。

○八木部会長 計画課長。

○今城計画課長 確かに、価格が高い水準でございますと、生産調整になかなか推進上難

しい面が出てくるというのは、私ども経験しておるところでございます。

、 。ただ今回 米政策改革大綱の新しいスタートを切るのがこの16年産米からでございます

そこのところについて、初年度から非常に不作の中で価格が高いということについて、確

かにそういう意向が強いというのは出てくるでしょう。
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しかしながら、私ども曲がりなりにもこの30年間ずうっと生産調整をやってきて、特に

最近の過剰基調の中でも 県別では格差がございますけども 全国段階ではおおむね 100％、 、

達成をしていただいているということは、非常に重たい事実だと思っております。

したがいまして、今の確かに高い価格があるからといってつくってしまって、結果、平

成６年以降、実は米政策改革大綱で議論したいろんなことの行き詰まりを感じ始めた端緒

が、実は平成５年、６年のところにあったのではないか、今から振り返れば。というよう

なこともあるわけでございます。

そこで、要するに価格が高くなった、非常に増産意欲が高まった。先ほど山田委員から

もございましたように、その後、価格の低迷というのはずうっと続いてきた。そういうよ

うなことは、私ども生産者の方々と米政策改革大綱をやっていく中で、ずうっとお話し合

いを一緒にさせていただいてきたところでございます。

したがいまして、確かに今は高い価格でございますけども、以前経験したとおり、ここ

で生産調整の意気込みが緩むとどういうことになったかというのは、まさに10年前に逆戻

りするということでございますので、そういうことも含めて、全国的な取り組みをやって

いかざるを得ないと考えております。

○八木部会長 ほかに委員の方、ございませんでしょうか。

大泉委員、どうぞ。

○大泉委員 需給予測なんですけど、国がやる需給予測はマクロの数字ですので、マクロ

の計算の仕方があるんだろうと思うんですが、これが本来あるべき姿における需給調整と

いうのは、農業団体が自主的に判断をしながら行う。需要見通しを前提にしながら、毎年

どの程度やるかということは、農業者団体が生産目標数量を配分するということに、確か

なっていたと思うんです。

としますと、本来あるべき姿における需給調整の仕方をどのように準備するかというこ

とも、同時に考えていかなきゃいけない。それは、ある種マクロの需給調整手法ではなく

て、マーケティング的な需要予測なんだろうと思うんです。あるいは生産目標数量設定な

んだろうと思うんです。

それはもっと言えば、例えばお店のファサードを見て、このファサードだったらこのぐ

らい売れるよといったような需要予測というのは、これはもちろん今の市場調査をしなが

らやっているところでは、どの業界でもやっているわけですので、そういったマーケティ

ング的な需要予測をするということを喚起するような動きも、私は今後必要なのではない
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だろうかと思うんです。国が全体を見ながら管理する手法に並行して考えておく必要があ

るのではないかと思っております。私の意見です。

○八木部会長 正確に申し上げますと、今決めているのは基本指針で、基本計画ではござ

いませんので、ちょっとその辺は変わってきているということですね。

そのほかに意見ございませんでしょうか。

○大泉委員 見通しの話は需要予測の話があったので、それにちょっと関係して申し上げ

ただけの話で。

○八木部会長 はい。

中村委員、どうぞ。

○中村委員 私の理解が正しいかどうか教えていただきたいんですが、２カ年の単純平均

による、これは13年産と14年産とどこかに書いてありますね。それで、①、②、③を加味

しますということで、①は15年産米の生産数量ガイドラインを入れるということは、一応

３年間という意味合いを持たせたことになるんですか、違うんですか。

○今城計画課長 15年産というのは、去年の米の生産目標数量の数字でございます。

○中村委員 これも県別の数字で配分するんですか。

○今城計画課長 いえいえ、違います。

○中村委員 違うんですか。

○八木部会長 もう少し説明してください。

○今城計画課長 済みません、私の説明が至らず申しわけございません。

要素でございます。要するに、直近２カ年の需要実績に基づく需要見通しからはじき出

した県別の数字のウエートを出す。 857万が全国ですから、それに県別のウエートを掛け

た数字が県別の需要見通しとして出ます。それがまずあって、それから15年産米の生産数

量ガイドライン、これは県別に数字がございます。②の平準化をした場合の面積から県別

の数量も出ます。

それぞれを、原則の県別需要見通しを５倍、①を４倍、②をそのまま、その合計部分を

分子にして、それを各県別の今申し上げた５倍、４倍、そのままを、全部47県分を足し上

げたのが分母になります。そうしてウエートを出して 857に掛ければ、それが５対４対１

の割合で勘案されたことになります。

○中村委員 そうだろうと思ってはいるんですが。そうすると来年、平成17年産米からと

いうのは、この直近２カ年だか３カ年だか知りませんけども、単純平均の客観的な需要予
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測を含めて、①、②、③の方はないということになるわけですね。

そうすると、対象になる２カ年平均というのは15年産米になるわけですね。それから、

その次の年も２カ年平均だと、また15年産は入ってくるわけですね。そうすると、冷害で

も不作の調整というのがこれから２年間、17年産と18年産が続くということですね。とい

う理解でよろしいんですか。

○八木部会長 17年産米の需要予測につきましては、いろいろとこれからも研究していた

だきまして、またそれは来年決めることになると思うんですけれども。

ですから、16年産分は今年スタートの年であって、ベースとするということで、こうい

う条件を加味したわけですけれども、来年からはそのことは加味しないで、純粋に需要予

測からいくという話になります。その方法については、まだこれから検討していくという

ことです。

よろしいでしょうか。

それでは、皆様から大分御議論いただきまして、事務局から提案がありました案につい

、 、「 」、てでございますが 特に反対意見あるいは修正意見はございませんので 需給見通し編

それから都道府県別生産目標数量の設定の考え方につきまして、これでよろしゅうござい

ますでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○八木部会長 どうもありがとうございます。

事務局の方から一つ修正があります。この資料の58ページの、加倉井委員が発言された

長期化のところの文面でございますけれども、在庫の状況の左の四角の３つの○の一番下

でございますが、ここの下の文章を「８・９年産の販売期間も長期化」と書いてあります

が ８・９年産の販売期間も長期化する状況 ということで ちょっと言葉をつけ加えた、「 」 、

いということでございます。

加倉井委員、よろしゅうございますか。

○加倉井委員 はい。

○八木部会長 ありがとうございます。

それでは、事務局におかれましては本日の議論を十分に踏まえまして、基本方針を取り

まとめていただきたいと思います。

また、ただいま了承された指標に基づきまして、適切に各都道府県別の生産目標数量の

算出をお願いいたします。



- 50 -

それでは、本日の会議はこの辺で閉じさせていただきたいと思います。

なお、本日皆様からいただきました御意見につきましては、冒頭でお話申し上げました

ように、議事録として整理し公開することになりますので、その整理については私に御一

任いただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○八木部会長 どうもありがとうございました。

それでは以上をもちまして、本日の食糧部会を終了いたします。どうもありがとうござ

いました。

閉 会


